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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の気筒を備える内燃機関の制御装置であって、
　前記複数の気筒のうちの少なくとも１つの再循環排気ガス取り出し気筒からの排気ガス
の一部を再循環排気ガスとして前記内燃機関の吸気通路に供給する排気ガス再循環装置と
、
　所定の燃料カット実行条件が成立した場合に、前記複数の気筒のうちの全部ではない１
または複数の一部気筒に対して燃料カットを実行する燃料カット制御手段と、
　前記排気ガス再循環装置によって再循環排気ガスを前記吸気通路に供給する排気ガス再
循環制御の実行中に前記一部気筒に対して燃料カットが実行される場合に、前記一部気筒
以外の気筒の点火時期を、当該燃料カットが行われない場合の値と比べて遅角する点火遅
角を行う燃料カット時点火時期制御手段と、
　を備え、
　前記燃料カット時点火時期制御手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットの開始か
ら所定時間が経過した後に前記点火遅角を行うことを特徴とする内燃機関の制御装置。
【請求項２】
　前記燃料カット時点火時期制御手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットを実施す
る気筒の数が多いほど、前記点火遅角の量を大きくすることを特徴とする請求項１に記載
の内燃機関の制御装置。
【請求項３】



(2) JP 6054766 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

　前記燃料カット時点火時期制御手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットの実施サ
イクル数に基づいて、前記点火遅角の量を変更することを特徴とする請求項１または２に
記載の内燃機関の制御装置。
【請求項４】
　前記一部気筒に対する前記燃料カットからの復帰時点からの復帰後所定時間中に、燃料
噴射の増量を行う噴射増量実行手段と、
　前記復帰後所定時間中に、前記燃料噴射の増量の大きさに比例した量での点火時期の遅
角を行う復帰後点火時期制御手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１～３の何れか１つに記載の内燃機関の制御装置
。
【請求項５】
　前記噴射増量実行手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットを実施する気筒の数が
多いほど、前記燃料噴射を大きく増量することを特徴とする請求項４に記載の内燃機関の
制御装置。
【請求項６】
　前記噴射増量実行手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットの実施サイクル数に基
づいて前記燃料噴射の増量の大きさを変更することを特徴とする請求項４または５に記載
の内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　前記燃料カットの行われる前記一部気筒が前記再循環排気ガス取り出し気筒以外の気筒
によって構成される場合に、前記噴射増量実行手段による前記燃料噴射の増量および前記
復帰後点火時期制御手段による前記点火時期の遅角を禁止する復帰後制御禁止手段を更に
備えることを特徴とする請求項４～６の何れか１つに記載の内燃機関の制御装置。
【請求項８】
　前記燃料カットからの復帰時に排気温度が所定値を超える場合に、前記噴射増量実行手
段による前記燃料噴射の増量の大きさおよび前記復帰後点火時期制御手段による前記点火
時期の遅角量を小さく制限する復帰後制御制限手段を更に備えることを特徴とする請求項
４～７の何れか１つに記載の内燃機関の制御装置。
【請求項９】
　前記燃料カットの行われる前記一部気筒が前記再循環排気ガス取り出し気筒以外の気筒
によって構成される場合に、前記燃料カット時点火時期制御手段による点火遅角を禁止す
る燃料カット時制御禁止手段を更に備えることを特徴とする請求項１～８の何れか１つに
記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１０】
　前記燃料カット実行条件は、高負荷運転時に成立するものであることを特徴とする請求
項１～９の何れか１つに記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１１】
　前記燃料カット実行条件は、異常燃焼の検出時に成立するものであることを特徴とする
請求項１～１０の何れか１つに記載の内燃機関の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内燃機関の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば特許文献１には、排気ガス再循環装置（ＥＧＲ装置）を備える内燃機関の
点火時期制御装置が開示されている。この従来の制御装置では、吸気通路への再循環排気
ガス（ＥＧＲガス）の導入を行うＥＧＲ領域での燃料カットからの復帰時においてノッキ
ングの発生を防止するために、燃料カットからの復帰時にシリンダ吸入ＥＧＲガス量また
はシリンダ吸入ＥＧＲ率の応答に基づいて、点火時期が算出される。



(3) JP 6054766 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３２５３０号公報
【特許文献２】特開２０１０－１２７１３４号公報
【特許文献３】特開平１１－１０７８２４号公報
【特許文献４】特開２００８－４５４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の技術は、内燃機関の全気筒一律で燃料カットを行う構成を前提
としたものである。これに対し、ＥＧＲガスの導入を伴う運転中には、例えば、過給機付
き内燃機関において突発的なプレイグニッション（異常燃焼）が生じた場合のように、内
燃機関の一部気筒に対してのみ燃料カットが実行される場合がある。このような燃料カッ
トが行われる一部気筒の中に、ＥＧＲガスを取り出すＥＧＲ取り出し気筒が含まれていた
場合には、当該気筒に対する燃料カットの実行によって各気筒に供給されるＥＧＲガスの
成分に変化が生ずる。より具体的には、燃料カットの実行中の気筒の燃焼室内を新気が通
過するため、各気筒に供給されるガスのＥＧＲ率が低下する。このような場合に、燃料カ
ットを実行していない気筒の点火時期に対してなんらの配慮がなされていないと、ＥＧＲ
率の低下が原因となってノッキング等の異常燃焼が発生することが懸念される。
【０００５】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、排気ガス再循環制御
の実行中に一部気筒に対して燃料カットを実行した際に、異常燃焼の発生を抑制すること
のできる内燃機関の制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、内燃機関の制御装置であって、
　複数の気筒を備える内燃機関の制御装置であって、
　前記複数の気筒のうちの少なくとも１つの再循環排気ガス取り出し気筒からの排気ガス
の一部を再循環排気ガスとして前記内燃機関の吸気通路に供給する排気ガス再循環装置と
、
　所定の燃料カット実行条件が成立した場合に、前記複数の気筒のうちの全部ではない１
または複数の一部気筒に対して燃料カットを実行する燃料カット制御手段と、
　前記排気ガス再循環装置によって再循環排気ガスを前記吸気通路に供給する排気ガス再
循環制御の実行中に前記一部気筒に対して燃料カットが実行される場合に、前記一部気筒
以外の気筒の点火時期を、当該燃料カットが行われない場合の値と比べて遅角する点火遅
角を行う燃料カット時点火時期制御手段と、
　を備え、
　前記燃料カット時点火時期制御手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットの開始か
ら所定時間が経過した後に前記点火遅角を行うことを特徴とする。
【０００８】
　また、第２の発明は、第１の発明において、
　前記燃料カット時点火時期制御手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットを実施す
る気筒の数が多いほど、前記点火遅角の量を大きくすることを特徴とする。
【０００９】
　また、第３の発明は、第１または第２の発明において、
　前記燃料カット時点火時期制御手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットの実施サ
イクル数に基づいて、前記点火遅角の量を変更することを特徴とする。
【００１０】
　また、第４の発明は、第１～第３の発明の何れか１つにおいて、
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　前記一部気筒に対する前記燃料カットからの復帰時点からの復帰後所定時間中に、燃料
噴射の増量を行う噴射増量実行手段と、
　前記復帰後所定時間中に、前記燃料噴射の増量の大きさに比例した量での点火時期の遅
角を行う復帰後点火時期制御手段と、
　を更に備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、第５の発明は、第４の発明において、
　前記噴射増量実行手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットを実施する気筒の数が
多いほど、前記燃料噴射を大きく増量することを特徴とする。
【００１２】
　また、第６の発明は、第４または第５の発明において、
　前記噴射増量実行手段は、前記一部気筒に対する前記燃料カットの実施サイクル数に基
づいて前記燃料噴射の増量の大きさを変更することを特徴とする。
【００１３】
　また、第７の発明は、第４～第６の発明の何れか１つにおいて、
　前記燃料カットの行われる前記一部気筒が前記再循環排気ガス取り出し気筒以外の気筒
によって構成される場合に、前記噴射増量実行手段による前記燃料噴射の増量および前記
復帰後点火時期制御手段による前記点火時期の遅角を禁止する復帰後制御禁止手段を更に
備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、第８の発明は、第４～第７の発明の何れか１つにおいて、
　前記燃料カットからの復帰時に排気温度が所定値を超える場合に、前記噴射増量実行手
段による前記燃料噴射の増量の大きさおよび前記復帰後点火時期制御手段による前記点火
時期の遅角量を小さく制限する復帰後制御制限手段を更に備えることを特徴とする。
【００１５】
　また、第９の発明は、第１～第８の発明の何れか１つにおいて、
　前記燃料カットの行われる前記一部気筒が前記再循環排気ガス取り出し気筒以外の気筒
によって構成される場合に、前記燃料カット時点火時期制御手段による点火遅角を禁止す
る燃料カット時制御禁止手段を更に備えることを特徴とする。
【００１６】
　また、第１０の発明は、第１～第９の発明の何れか１つにおいて、
　前記燃料カット実行条件は、高負荷運転時に成立するものであることを特徴とする。
【００１７】
　また、第１１の発明は、第１～第１０の発明の何れか１つにおいて、
　前記燃料カット実行条件は、異常燃焼の検出時に成立するものであることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１８】
　第１の発明によれば、一部気筒に対する燃料カットの実施に伴う排気ガス再循環率の低
下に起因して、一部気筒以外の気筒においてノッキング等の異常燃焼が発生するのを抑制
することができる。また、本発明によれば、再循環排気ガスの還流遅れを考慮した適切な
タイミングで点火時期の補正を行えるようになる。
【００２０】
　燃料カットを実施する気筒の数が増えるほど、再循環排気ガス中に含まれる新気の量が
増加する。第２の発明によれば、燃料カットの実施気筒数を考慮して、上記点火遅角の量
を適切に設定できるようになる。
【００２１】
　燃料カットの実施サイクル数は、再循環排気ガス中に含まれる新気の量に影響を与える
。第３の発明によれば、燃料カットの実施サイクル数を考慮して、上記点火遅角の量を適
切に設定できるようになる。
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【００２２】
　第４の発明によれば、復帰後所定時間中に燃料噴射の増量を行うことにより、再循環排
気ガスの還流遅れに起因する排気ガスの空燃比のリーン化を抑制することができる。また
、燃料噴射の増量とともに点火時期の遅角を行うことにより、燃料噴射の増量に伴うトル
クの増加を抑制することができる。このように、本発明によれば、燃料カットからの復帰
後に再循環排気ガスの還流遅れが残存している期間中に、ドライバビリティを改善しつつ
（トルク変動を抑制しつつ）、排気エミッションの悪化を抑制することができる。
【００２３】
　燃料カットを実施する気筒の数が増えるほど、上記復帰後所定時間中の排気ガスの空燃
比がより大きくリーン化する。第５の発明によれば、燃料カットの実施気筒数を考慮して
、上記燃料噴射の増量の大きさを適切に設定できるようになる。
【００２４】
　燃料カットの実施サイクル数は、上記復帰後所定時間中の排気ガスのリーン度合いに影
響を与える。第６の発明によれば、燃料カットの実施サイクル数を考慮して、上記燃料噴
射の増量の大きさを適切に設定できるようになる。
【００２５】
　第７の発明によれば、一部気筒に対する燃料カットが再循環排気ガスの成分に影響を与
えない状況下において、上記の燃料噴射の増量と点火時期の遅角とが無駄に実行されるの
を防止することができる。
【００２６】
　第８の発明によれば、上記の燃料噴射の増量および点火時期の遅角の実行に伴う排気温
度の過上昇によって排気系部品が過熱するのを防止することができる。
【００２７】
　第９の発明によれば、一部気筒に対する燃料カットが再循環排気ガスの成分に影響を与
えない状況下において、上記点火遅角が無駄に実行されるのを防止することができる。
【００２８】
　第１０の発明によれば、ノッキング等の異常燃焼が生じ易い高負荷運転時において一部
気筒に対する燃料カットが実行される場合に、ノッキング等の異常燃焼を防止することが
できる。
【００２９】
　第１１の発明によれば、一部気筒に対する燃料カットの実施に伴う排気ガス再循環率の
低下に起因してノッキング等の異常燃焼が生じ易い状況下において、ノッキング等の異常
燃焼を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態１における内燃機関のシステム構成を説明するための図であ
る。
【図２】低回転高負荷領域におけるプレイグニッションの発生の一例を表した図である。
【図３】本発明の実施の形態１において実行されるプレイグニッションの連発防止制御を
説明するためのタイムチャートである。
【図４】プレイグニッションの連発防止制御実行時の内燃機関の各種パラメータの動作を
表したタイムチャートである。
【図５】本発明の実施の形態１においてプレイグニッションの連発防止制御実行時に付随
して実行される特徴的な制御の動作を表したタイムチャートである。
【図６】本発明の実施の形態２における内燃機関のシステム構成を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
実施の形態１．
［実施の形態１のシステム構成］
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　図１は、本発明の実施の形態１における内燃機関１０のシステム構成を説明するための
図である。ここでは、内燃機関１０は、一例として直列４気筒型のガソリンエンジンであ
り、その爆発順序は、＃１→＃３→＃４→＃２であるものとする。図１に示すように、内
燃機関１０は、筒内に空気を取り込むための吸気通路１２と、筒内から排出される排気ガ
スが流れる排気通路１４とを備えている。
【００３２】
　吸気通路１２の入口近傍には、吸気通路１２に吸入される空気の流量に応じた信号を出
力するエアフローメータ１６が設けられている。エアフローメータ１６の下流には、ター
ボ過給機１８のコンプレッサ１８ａが配置されている。ターボ過給機１８は、コンプレッ
サ１８ａと一体的に連結され、排気ガスの排気エネルギによって作動するタービン１８ｂ
を備えている。また、コンプレッサ１８ａは、タービン１８ｂに入力される排気ガスの排
気エネルギによって回転駆動されるようになっている。
【００３３】
　コンプレッサ１８ａよりも下流側の吸気通路１２には、コンプレッサ１８ａにより圧縮
された空気を冷却するためのインタークーラー２０が配置されている。更に、インターク
ーラー２０の下流には、吸気通路１２を流れる空気量を調整するための電子制御式のスロ
ットルバルブ２２が配置されている。また、タービン１８ｂよりも下流側の排気通路１４
には、排気ガスを浄化するための触媒（三元触媒）２４が配置されている。
【００３４】
　更に、図１に示す内燃機関１０は、排気ガス再循環装置（ＥＧＲ装置）２６を備えてい
る。ＥＧＲ装置２６は、タービン１８ｂよりも上流側の排気通路１４と、コンプレッサ１
８ａよりも上流側の吸気通路１２とを接続する排気ガス再循環通路（ＥＧＲ通路）２８を
備えている。このＥＧＲ通路２８の途中には、吸気通路１２に導入される際の再循環排気
ガス（ＥＧＲガス）の流れの上流側から順に、再循環排気ガスクーラー（ＥＧＲクーラー
）３０および排気ガス再循環バルブ（ＥＧＲバルブ）３２が設けられている。ＥＧＲクー
ラー３０は、ＥＧＲ通路２８を流れるＥＧＲガスを冷却するために備えられており、ＥＧ
Ｒバルブ３２は、ＥＧＲ通路２８を通って吸気通路１２に還流されるＥＧＲガスの量を調
整するために備えられている。
【００３５】
　ＥＧＲ装置２６は、内燃機関１０の所定の運転領域において所定の実行条件が成立した
場合に、ＥＧＲ通路２８を介して排気通路１４を流れる排気ガスの一部を吸気通路１２に
還流させる制御、いわゆる外部ＥＧＲ制御を行う。より具体的には、図１に示す構成を有
する内燃機関１０に対して備えられたＥＧＲ装置２６は、内燃機関１０の全気筒からの排
気ガスの一部をＥＧＲガスとして吸気通路１２に供給するものである。すなわち、本実施
形態の内燃機関１０においては、＃１～＃４の全気筒がＥＧＲガス取り出し気筒に該当し
ている。尚、上記ＥＧＲ通路２８の構成によれば、コンプレッサ１８ａよりも上流側の吸
気通路１２に対してＥＧＲガスが導入されるため、過給領域においても外部ＥＧＲ制御を
行えるようになる。
【００３６】
　更に、図１に示すシステムは、ＥＣＵ(Electronic Control Unit)４０を備えている。
ＥＣＵ４０の入力部には、上述したエアフローメータ１６に加え、エンジン回転数を検知
するためのクランク角センサ４２、および、筒内圧を検知するための筒内圧センサ４４等
の内燃機関１０の運転状態を検出するための各種センサが接続されている。また、ＥＣＵ
４０の出力部には、上述したスロットルバルブ２２およびＥＧＲバルブ３２に加え、内燃
機関１０の筒内もしくは吸気ポートに燃料を噴射するための燃料噴射弁４６、および、混
合気に点火するための点火プラグ４８等の内燃機関１０の運転を制御するための各種アク
チュエータが接続されている。ＥＣＵ４０は、上述した各種センサの出力と所定のプログ
ラムとに基づいて各種アクチュエータを作動させることにより、点火制御および燃料噴射
制御等の所定のエンジン制御を行うものである。
【００３７】
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［プレイグニッション抑制のための燃料カット制御］
　図２は、低回転高負荷領域におけるプレイグニッションの発生の一例を表した図である
。尚、図２は、同一気筒内での筒内圧の波形を連続的に捉えたものである。
【００３８】
　図２に示すように、プレイグニッションの発生時には、正常燃焼時と比べて筒内圧のピ
ーク値（最大筒内圧Ｐｍａｘ）が顕著に高くなる。図２に示す例は、プレイグニッション
が同一気筒において短時間に連続して発生したものである。ここで示すプレイグニッショ
ンは、過給が行われる低回転高負荷領域において発生し、突発的に複数回発生した後に終
息するという特徴を有している。このような突発性のプレイグニッションの連続発生（連
発）の要因は、プレイグニッションに伴って発生した強いノッキングによって、燃焼室内
のデポジットが剥離し、その剥離したデポジットが筒内を浮遊しながら次サイクルもしく
はそれ以降にまで残留して着火源となり、次のプレイグニッションが発生するためである
と考えられる。
【００３９】
　図３は、本発明の実施の形態１において実行されるプレイグニッションの連発防止制御
を説明するためのタイムチャートである。尚、図３に示すチャートでは、＃１気筒におい
て短時間に所定回数以上のプレイグニッションの連発が検出された場合を例に挙げている
。プレイグニッションの検出は、例えば、筒内圧センサ４４を利用して検出される筒内圧
が所定値（通常燃焼時の最大筒内圧Ｐｍａｘ）よりも高いか否かに基づいて行うことがで
きる。
【００４０】
　ここでは、プレイグニッション（異常燃焼）抑制のための制御として、プレイグニッシ
ョンの連発を部押しするための制御を取り挙げる。プレイグニッションの連発防止制御で
は、図３（Ａ）に示すように、プレイグニッションの連発が発生した一部気筒（＃１気筒
）に対してのみ燃料カット（燃料噴射弁４６による燃料噴射の中止）が実行され、図３（
Ｂ）に示すように、その他の気筒（＃２～＃４気筒）に対しては、通常通りに燃料噴射が
継続される。プレイグニッションの連発は、上述したように、筒内を浮遊するデポジット
を着火源とするものであると考えられる。このため、この場合の一部気筒に対する燃料カ
ットは、剥離したデポジットが燃焼室内から排気通路１４に掃気されるまでに要する所定
のサイクル数に渡って継続され、その後に当該燃料カットからの復帰（燃料噴射再開）が
実行される。
【００４１】
［外部ＥＧＲ制御の実行時のプレイグニッションの連発防止に関する課題］
　本実施形態の内燃機関１０では、過給領域であっても、予め設定された所定の運転領域
においてはＥＧＲ装置２６を利用して外部ＥＧＲ制御が行われるようになっている。その
結果、外部ＥＧＲ制御の実行中に、プレイグニッションの連発が検出された場合には、プ
レイグニッションの連発防止制御が実行される場合がある。
【００４２】
　本実施形態の内燃機関１０においては、＃１～＃４の全気筒がＥＧＲガス取り出し気筒
に該当している。このため、外部ＥＧＲ制御の実行中にプレイグニッションの連発防止の
ために一部気筒に対して燃料カットが実行されると、燃料カットの実施気筒では新気が燃
焼室内を通過するため、その新気の一部が各気筒に供給されるＥＧＲガス中に含まれるこ
とになる。その結果、ＥＧＲガスの成分に変化が生ずる。より具体的には、各気筒に供給
されるガスのＥＧＲ率が低下する。
【００４３】
　このような場合に、燃料カットを実行していない気筒の点火時期に対して何らの配慮が
なされていないと（例えば、点火時期が一定のままであると）、ＥＧＲ率の低下が原因と
なってノッキング等の異常燃焼が発生することが懸念される。ＥＧＲガスが筒内に導入さ
れると、燃焼時の筒内ガス温度を下げることができるので、ノッキングを抑制する効果が
ある。このため、点火時期制御では、ＥＧＲガスの導入によるノッキング抑制効果を見込
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んで点火時期を進角側に設定することが行われることがある。したがって、特にこのよう
な点火時期の設定を有している場合には、上記燃料カットによりＥＧＲ率が想定値よりも
低くなることによって、ノッキングが発生し易くなる。
【００４４】
　図４は、プレイグニッションの連発防止制御実行時の内燃機関１０の各種パラメータの
動作を表したタイムチャートである。図４は、一例として＃１気筒でプレイグニッション
の連発が検出された場合を対象としている。この場合には、図４（Ａ）および図４（Ｂ）
に示すように、＃１気筒に対してのみ所定のサイクル数に渡って燃料カットが実行される
。
【００４５】
　一部気筒（ここでは、＃１気筒）に対する燃料カットの実行に伴う筒内ガスのＥＧＲ率
の変化、および当該燃料カットからの復帰に伴う筒内ガスのＥＧＲ率の変化には、遅れ（
ＥＧＲガスの還流遅れ）が存在する。このため、一部気筒に対してのみ燃料カットが実行
された場合には、図４（Ｄ）に示すように、燃料カットの開始時点から所定のＥＧＲ遅れ
時間Δｔｅ１が経過した後に、ガス成分が変化した（＃１気筒を通過した新気を含んだ）
ＥＧＲガスが筒内に導入されることとなり、筒内ガスのＥＧＲ率が低下する。ＥＧＲ率は
、燃料カットの継続中は低下し続ける。
【００４６】
　また、上記燃料カットからの復帰（＃１気筒に対する燃料噴射再開）が実行された場合
にも、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２が経過するまでは新気を含むＥＧＲガスが筒内に導入され
る。このため、ＥＧＲ率は、図４（Ｄ）に示すように、ＥＧＲガスの還流遅れに起因して
燃料カットからの復帰後のＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２においても低下し、当該ＥＧＲ遅れ時
間Δｔｅ２の経過後に想定通りのＥＧＲ率でのＥＧＲガスが筒内に導入されることになる
。したがって、ＥＧＲガスの成分の変化によってノッキングが発生し易くなる期間として
は、図４（Ｃ）に示すように、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ１の経過後の燃料カットの実施期間
、および燃料カットからの復帰直後のＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２が該当する。
【００４７】
　また、一部気筒に対する燃料カットを行うと、図４（Ｅ）に示すように、排気ガスの空
燃比がリーン化するため、三元触媒である触媒２４の浄化性能（エミッション性能）が悪
化する。この点に関しては、本実施形態では、空燃比のリーン化自体は許容し、プレイグ
ニッションの連発防止を優先することとしている。ただし、上述したように、燃料カット
の復帰後には全気筒にて燃料噴射が行われるが、復帰後のＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２におい
ても、ＥＧＲガスの還流遅れによって、筒内ガスのＥＧＲ率が低下する。それに伴い、排
気ガスの空燃比も、燃料カットを実施しない場合と比べてリーンな状態が継続してしまう
。
【００４８】
［実施の形態１における特徴的な制御］
　図５は、本発明の実施の形態１においてプレイグニッションの連発防止制御実行時に付
随して実行される特徴的な制御の動作を表したタイムチャートである。
【００４９】
（燃料カット実行中の点火時期制御）
　本実施形態では、高負荷運転時における外部ＥＧＲ制御の実行中にプレイグニッション
の連発防止のために一部気筒に対して燃料カットが実行される場合には、図５（Ｃ）に示
すように、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ１の経過後の燃料カット実施期間中に、燃料カットを行
っていない気筒（＃２～＃４気筒）の点火時期を、当該燃料カットが行われない場合の値
と比べて所定の補正量ΔＳＡ１分だけ遅角するようにした。この場合の点火時期の遅角は
、燃料カットの実施期間中に継続して実行される。
【００５０】
　ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ１は、例えば、次のような手法を用いて推定することができる。
すなわち、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ１は、ＥＧＲ導入経路の通路容積（排気通路１４の一部
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、ＥＧＲ通路２８、および吸気通路１２の一部が該当）およびエンジン回転数等のパラメ
ータに基づいて算出することができる。上記通路容積は既知の値である。また、エンジン
回転数が高くなると、単位時間当たりのＥＧＲガスの流量が多くなるため、ＥＧＲ遅れ時
間Δｔｅ１は、エンジン回転数が高いほど、より短い時間として推定される。
【００５１】
　一部気筒に対して燃料カットを実行した際の筒内ガスのＥＧＲ率は、例えば、次のよう
な手法を用いて推定することができる。すなわち、ＥＧＲ率のベース値は、内燃機関１０
の運転状態（エンジン負荷（吸入空気量）とエンジン回転数）との関係をマップ等として
予め設定しておく。そのうえで、上記ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ１の経過後のＥＧＲ率を、得
られたベース値に対してＥＧＲ率ずれ量ΔＥＧＲだけ低い値として算出する。ＥＧＲ率ず
れ量ΔＥＧＲは、燃料カットの実施の程度に応じた値として設定することが好適である。
【００５２】
　より具体的には、燃料カットを実施する気筒の数が増えるほど、ＥＧＲガス中に含まれ
る新気の量が多くなる。このため、ＥＧＲ率ずれ量ΔＥＧＲは、燃料カットを実施する気
筒の数が増えるほど、より大きくなるように設定するのが好ましい。また、燃料カットの
開始直後において燃料カットの実施気筒から排出される排気ガスは、全気筒に対して燃料
噴射が行われていた時のＥＧＲガスと新気との混合ガスである。上記ＥＧＲ遅れ時間Δｔ
ｅ１が経過するまでは、上記のような成分を有する混合ガスが燃料カットの実施気筒から
排出される。その後、新気を含むＥＧＲガスが各気筒に供給されるようになると、燃料カ
ットの実施気筒から排出されるガス中の新気の割合がしばらくの間は時間経過とともに大
きくなっていく。それに伴い、その後に還流するＥＧＲガス中の新気の割合もしばらくの
間は時間経過とともに大きくなっていく。このように、燃料カットの実施サイクル数に応
じて、厳密には、燃料カットの実行中のＥＧＲ率が変化する。このため、本実施形態のプ
レイグニッション連発防止制御を行う場合のように燃料カットの実施サイクル数が事前に
把握できる場合には、実施サイクル数に基づいてＥＧＲ率ずれ量ΔＥＧＲを変更すること
によって、実施サイクル数に応じた値のＥＧＲ率が推定されるようにしてもよい。
【００５３】
　点火時期の補正量ΔＳＡ１は、ＥＧＲ率の推測値に応じて、推測されたＥＧＲ率が低い
ほど、大きくなるように決定される。したがって、点火時期の補正量ΔＳＡ１についても
、燃料カットの実施の程度（燃料カットを実施する気筒数、および実施サイクル数）に応
じて変更されることになる。より具体的には、燃料カットを実施する気筒の数が多くなる
ほど、補正量ΔＳＡ１が増やされる。また、燃料カットの実施サイクル数に応じて、補正
量ΔＳＡ１が変更される。
【００５４】
（燃料カットからの復帰後の燃料噴射制御および点火時期制御）
　また、本実施形態では、燃料カットからの復帰後のＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２においては
、ＥＧＲガスの還流遅れに起因する排気ガスの空燃比のリーン化（Ａ／Ｆずれ量ΔＡ／Ｆ
）を解消するために（空燃比を理論空燃比（ストイキ）に制御するために）、図５（Ａ）
および図５（Ｂ）に示すように、全気筒に対して燃料噴射を増量するようにした。より具
体的には、空燃比を元の狙いの値（ストイキ）に戻すために、目標Ａ／Ｆ値と現在のＡ／
Ｆ推測値との差分（Ａ／Ｆずれ量ΔＡ／Ｆ）だけ空燃比をリッチとするための量で燃料噴
射が増量される。これにより、図５（Ｆ）に示すように空燃比は狙いの値に制御されるこ
とになる。
【００５５】
　燃料カットからの復帰後のＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２については、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ
１と同様の手法を用いて推定することができる。また、Ａ／Ｆ推測値は、例えば、次のよ
うな手法を用いて算出することができる。すなわち、エアフローメータ１６により計測さ
れる吸入空気量とエンジン回転数とに基づいて、Ａ／Ｆ推測値のベース値を算出する。そ
して、得られたＡ／Ｆ推定値のベース値を、燃料カットの実施の程度に応じた大きさの補
正量で補正することが好適である。
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【００５６】
　より具体的には、燃料カットを実施する気筒の数が増えるほど、排気ガスの空燃比がよ
り大きくリーン化する。このため、燃料カットを実施する気筒の数が増えるほど、Ａ／Ｆ
推測値をベース値に対してより大きくリーン側の値に補正するのが好ましい。また、ＥＧ
Ｒ率に対して上述したように、燃料カットの実施サイクル数に応じて、厳密には、燃料カ
ットからの復帰時点における排気ガスの空燃比のリーン度合いが変化し得る。このため、
実施サイクル数に基づいてＡ／Ｆ推測値のベース値を補正することによって、実施サイク
ル数に応じた値のＡ／Ｆ推測値が算出されるようにしてもよい。
【００５７】
　燃料噴射の増量の大きさは、上記のように算出されるＡ／Ｆ推測値と目標Ａ／Ｆ値との
差分（Ａ／Ｆずれ量ΔＡ／Ｆ）に応じて決定される。したがって、燃料噴射の増量につい
ても、燃料カットの実施の程度（燃料カットを実施する気筒数、および実施サイクル数）
に応じて変更されることになる。より具体的には、燃料カットを実施する気筒の数が多く
なるほど、Ａ／Ｆずれ量ΔＡ／Ｆが大きくなるため、燃料噴射が大きく増量される。また
、燃料カットの実施サイクル数に応じて、燃料噴射の増量の大きさが変更される。
【００５８】
　その一方で、筒内ガスのＥＧＲ率が低い（すなわち、新気量が多い）状況であるため、
エアフローメータ１６を通過する空気量に対して吸気バルブを通過する空気量（筒内空気
量）が多くなる。このため、何らの配慮がなされないと、図５（Ｄ）中に破線で示すよう
に、トルクずれ量ΔＴＱ分だけトルクが過多となってしまい、ドライバビリティが悪化す
る。そこで、図５（Ｃ）に示すように、燃料噴射の増量に伴うトルクずれ量ΔＴＱの発生
を解消するための補正量ΔＳＡ２を用いて、全気筒の点火時期が遅角される。より具体的
には、補正量ΔＳＡ２は、燃料噴射の増量の大きさに比例した値として算出される。結果
的には、燃料カットの実施期間中の上記点火遅角に対し、燃料カットからの復帰後には点
火時期が更に遅角されることになる。
【００５９】
（排気温度の上昇に関する対策）
　図５（Ｇ）は、排気温度の変化を概略的に表したものである。排気温度（推測値）は、
図５（Ｇ）に示すように、一部気筒に対する燃料カットによって当該一部気筒からの新気
が排気通路１４に流れるため、当該燃料カットの実施に伴って低下する。排気温度は、そ
の後、燃料カットの実施期間中に点火時期の遅角が行われることで上昇する。更に、燃料
カットからの復帰後に燃料噴射の増量と点火時期の遅角とが実行されることで、排気温度
が更に上昇する。
【００６０】
　そこで、本実施形態では、一部気筒に対する燃料カットからの復帰時に排気温度の推定
値が所定値（図５（Ｇ）に示す許容クライテリア）を超える場合には、排気温度が上記許
容クライテリア以下に収まるように、復帰後のＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２中に行う燃料噴射
の増量の大きさおよび点火時期の遅角量を小さく制限するようにした。尚、排気温度の推
測値は、例えば、吸入空気量と燃料噴射量とに基づいて算出したベース値を、燃料噴射の
増量の大きさに基づく補正量と点火時期の遅角量に基づく補正量とを用いて補正すること
によって取得することができる。
【００６１】
（実施の形態１における制御による効果）
　以上説明したように、本実施形態では、高負荷運転時における外部ＥＧＲ制御の実行中
にプレイグニッションの連発防止のために一部気筒に対して燃料カットが実行される場合
には、燃料カットを行っていない気筒の点火時期が、当該燃料カットが行われない場合の
値と比べて所定の補正量ΔＳＡ１分だけ遅角される。これにより、一部気筒に対する燃料
カットの実施に伴うＥＧＲ率の低下に起因してノッキングが発生するのを抑制することが
できる。
【００６２】
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　更に付け加えると、上記の点火時期の遅角は、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ１の経過後の燃料
カットの実行中に実行される。これにより、ＥＧＲガスの還流遅れを考慮した適切なタイ
ミングで点火時期の補正を行えるようになる。また、燃料カットの実施気筒数および実施
サイクル数に応じて点火時期の補正量ΔＳＡ１が決定されるため、燃料カットの実施の程
度を応じた適切な量で点火時期の遅角を行えるようになる。
【００６３】
　また、本実施形態では、一部気筒に対する燃料カットからの復帰後のＥＧＲ遅れ時間Δ
ｔｅ２においては、ＥＧＲガスの還流遅れに起因する排気ガスの空燃比のリーン化を解消
するための燃料噴射の増量と、当該燃料噴射の増量の大きさに比例した量での点火時期の
遅角とが実行される。これにより、燃料カットからの復帰後にＥＧＲガスの還流遅れが残
存している期間中に、ドライバビリティを改善しつつ（トルク変動を抑制しつつ）、排気
エミッションの悪化を抑制することができる。更に付け加えると、燃料カットの実施気筒
数および実施サイクル数に応じて燃料噴射の増量の大きさが決定されるため、燃料カット
の実施の程度を応じた適切な量で燃料噴射の増量を行えるようになる。
【００６４】
　更に、本実施形態では、一部気筒に対する燃料カットからの復帰時に排気温度の推定値
が所定値を超える場合には、復帰後のＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２中に行う燃料噴射の増量の
大きさおよび点火時期の遅角量が小さく制限される。これにより、上記の燃料噴射の増量
および点火時期の遅角の実行に伴う排気温度の過上昇によって排気系部品が過熱するのを
防止することができる。
【００６５】
　尚、上述した実施の形態１においては、ＥＣＵ４０がプレイグニッションの連発を検出
した場合に当該連発を検出した気筒に対して燃料カットを実行することにより前記第１の
発明における「燃料カット制御手段」が実現されており、ＥＣＵ４０が一部気筒に対する
燃料カットの実行中に燃料カットを行っていない気筒の点火時期を補正量ΔＳＡ１分だけ
遅角することにより前記第１の発明における「燃料カット時点火時期制御手段」が実現さ
れている。
　また、上述した実施の形態１においては、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ１が前記第１の発明に
おける「所定時間」に相当している。
　また、上述した実施の形態１においては、ＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２が前記第４の発明に
おける「復帰後所定時間」に相当している。更に、ＥＣＵ４０がＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ２
中にＡ／Ｆずれ量ΔＡ／Ｆを解消するために燃料噴射を増量することにより前記第４の発
明における「噴射増量実行手段」が実現されており、ＥＣＵ４０がＥＧＲ遅れ時間Δｔｅ
２中に燃料噴射の増量に対応して点火時期を補正量ＳＡ２分だけ遅角することにより前記
第４の発明における「復帰後点火時期制御手段」が実現されている。
　また、上述した実施の形態１においては、ＥＣＵ４０が排気温度の推測値が所定値を超
える場合に排気温度が所定の許容クライテリア以下に収まるように燃料噴射の増量の大き
さおよび点火時期の遅角量を小さく制限することにより前記第８の発明における「復帰後
制御制限手段」が実現されている。
【００６６】
実施の形態２．
　次に、図６を参照して、本発明の実施の形態２について説明する。
【００６７】
［実施の形態２のシステム構成］
　図６は、本発明の実施の形態２における内燃機関５０のシステム構成を説明するための
図である。尚、図６において、上記図１に示す構成要素と同一の要素については、同一の
符号を付してその説明を省略または簡略する。
【００６８】
　図６に示すように、本実施形態の内燃機関５０が備える排気通路５２は、所定の気筒群
毎に独立した経路を備えている。より具体的には、排気通路５２は、内燃機関５０の第１
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気筒群（＃２および＃３気筒）から排出された排気ガスが流れる第１排気通路５２ａと、
内燃機関１０の残りの第２気筒群（＃１および＃４気筒）から排出された排気ガスが流れ
る第２排気通路５２ｂと、第１排気通路５２ａと第２排気通路５２ｂと合流した後の一本
の合流後排気通路５２ｃとを備えている。
【００６９】
　ターボ過給機５４のタービン５４ｂは、図６に示すように、第１排気通路５２ａと第２
排気通路５２ｂとの合流部に設置されている。このように、ターボ過給機５４は、第１排
気通路５２ａおよび第２排気通路５２ｂを介して、上記第１気筒群（＃２と＃３）および
上記第２気筒群（＃１と＃４）から互いに独立した状態で排気ガスの供給を受けるターボ
過給機、すなわち、いわゆるツインスクロール型のターボ過給機である。
【００７０】
　また、内燃機関５０では、図６に示すように、ＥＧＲ通路５６は、全気筒ではなく、第
１気筒群（＃２と＃３）から排出された排気ガスの一部をＥＧＲガスとして吸気通路１２
に供給する通路として構成されている。すなわち、本実施形態の内燃機関５０においては
、第１気筒群（＃２と＃３）のみがＥＧＲガス取り出し気筒に該当している。
【００７１】
［実施の形態２における特徴的な制御］
　本実施形態は、高負荷運転時における外部ＥＧＲ制御の実行中にプレイグニッションの
連発が検出された場合に、一部気筒に対する燃料カットによるプレイグニッション連発防
止制御が行われる点については実施の形態１と同じである。
【００７２】
　上述した構成を有する内燃機関５０では、ＥＧＥガス取り出し気筒に該当する第１気筒
群（＃２と＃３）の一方もしくは双方の気筒に対して燃料カットが実行された場合には、
ＥＧＲガスの成分が燃料カットの影響を受けることになる。しかしながら、ＥＧＲガス取
り出し気筒以外の気筒に該当する第２気筒群（＃１と＃４）の一方もしくは双方の気筒に
対して燃料カットが実行された場合であれば、ＥＧＲガスの成分は燃料カットの影響を受
けない。
【００７３】
　そこで、本実施形態では、燃料カットを行う一部気筒にＥＧＥガス取り出し気筒が含ま
れる場合には、上述した実施の形態１における燃料カットの実行中の点火時期の遅角、お
よび燃料カットからの復帰後の燃料噴射の増量および点火時期の遅角を実行するようにし
、一方、燃料カットを行う一部気筒がＥＧＥガス取り出し気筒以外の気筒によって構成さ
れる場合には、上述した実施の形態１における燃料カットの実行中の点火時期の遅角、お
よび燃料カットからの復帰後の燃料噴射の増量および点火時期の遅角を禁止するようにし
た。
【００７４】
　以上説明したように、本実施形態では、燃料カットを行う一部気筒がＥＧＲガス取り出
し気筒であるか否かの判断結果に基づいて、上述した実施の形態１の点火時期制御および
燃料噴射制御の実施の有無が決定される。これにより、燃料カットを行う一部気筒がＥＧ
Ｒガス取り出し気筒以外の気筒によって構成される場合に、点火時期の遅角および燃料噴
射の増量が無駄に実行されるのを防止することができる。
【００７５】
　ところで、上述した実施の形態２においては、所定の気筒群毎に独立した経路を有する
排気通路５２を備える内燃機関５０を例に挙げて、ＥＧＲガス取り出し気筒が内燃機関の
全気筒ではない一部の気筒である構成に対する制御について説明を行った。ＥＧＲガス取
り出し気筒が内燃機関の全気筒ではない一部の気筒となる構成としては、上記内燃機関５
０が備える構成に限らず、例えば、Ｖ型の内燃機関において片方のバンクに属する気筒の
みからＥＧＲガスを取り出す構成が挙げられる。このため、このような構成に対して本実
施形態の制御を適用してもよい。
【００７６】
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　尚、上述した実施の形態２においては、燃料カットを行う一部気筒がＥＧＥガス取り出
し気筒以外の気筒によって構成される場合に、ＥＣＵ４０が燃料カットの実行中の点火時
期の遅角を禁止することにより前記第９の発明のおける「燃料カット時制御禁止手段」が
実現されており、上記の場合にＥＣＵ４０が燃料カットからの復帰後の燃料噴射の増量お
よび点火時期の遅角を禁止することにより前記第７の発明における「復帰後制御禁止手段
」が実現されている。
【００７７】
　ところで、上述した実施の形態１および２においては、本発明の対象となる内燃機関と
して、ターボ過給機１８等を備える内燃機関１０等を例に挙げて説明を行った。しかしな
がら、本発明の対象となる内燃機関は、上記のものに限られず、例えば、ターボ過給機以
外の方式の過給機を備える内燃機関であってもよく、或いは、自然吸気式の内燃機関であ
ってもよい。
【００７８】
　ところで、上述した実施の形態１および２においては、プレイグニッション（異常燃焼
）の（連発）の発生を検出した場合に所定の燃料カット実行条件が成立し、一部気筒に対
する燃料カットが実行される例について説明を行った。しかしながら、本発明において一
部気筒に対する燃料カットを行う際の実行条件は、上記のような異常燃焼の検出時に限ら
ず、例えば、一部気筒に対する燃料カットを利用する車両のトラクション制御の実行時で
あってもよい。
【符号の説明】
【００７９】
１０、５０　内燃機関
１２　吸気通路
１４、５２　排気通路
１６　エアフローメータ
１８、５４　ターボ過給機
１８ａ　ターボ過給機のコンプレッサ
１８ｂ、５４ｂ　ターボ過給機のタービン
２０　インタークーラー
２２　スロットルバルブ
２４　触媒
２６　排気ガス再循環装置（ＥＧＲ装置）
２８、５６　排気ガス再循環通路（ＥＧＲ通路）
３０　再循環排気ガスクーラー（ＥＧＲクーラー）
３２　排気ガス再循環バルブ（ＥＧＲバルブ）
４０　ＥＣＵ(Electronic Control Unit)
４２　クランク角センサ
４４　筒内圧センサ
４６　燃料噴射弁
４８　点火プラグ
５２ａ　第１排気通路
５２ｂ　第２排気通路
５２ｃ　合流後排気通路
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